
「障害者雇用状況報告の虚偽報告に対する告発」について

昨日、障害者の雇用状況の虚偽報告を行った疑いで、当機構を神奈川労働局

川崎公共職業安定所が刑事告発したとの発表が厚生労働省よりなされました。

障害者の雇用状況の虚偽報告を行うことは、法令遵守が強く求められる独立

行政法人としてあってはならないことであり、改めて、国民の皆様に深くお詫

び申し上げます。

当機構といたしましては、刑事告発を受けたことを真摯に受け止め、捜査機

関の捜査に全面的に協力してまいります。
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